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福岡地方裁判所

福岡地方裁判所における新型インフルエンザ(I-I5"1等〉対応

業務耀続基本計画

第1 目的

強毒性の新型インフルエンザ(H5N1等）発生時においては，感染拡大を可能な限

り抑制して健康被害を最小限にとどめつつ，社会‘経済を破たんに至らせないことが必

要であり，裁判所においては，国民の権利の実現各種の紛争解決,刑罰法令の適正な

実現その他の裁判所の機能を最低限維持することが求められる。

そこで，強毒性のインフルエンザ(H5N1等）発生時においても，想定される社会

・経済の状況に応じて，裁判所が求められる最低限の機能を維持し必要な業務を継続で

きるように適切な対策を講ずるため， この計画を策定する。

なお， この計画の内容は，原則として，最高裁判所が平成22年11月2日付けで策

定した「新型インフルエンザ(H5N1等）対応業務継続計画」に依拠した。

第2基本方針

1 全庁的な機力態勢の機築

この基本計画の実施のためには，全庁的な協力態勢が必要である。裁判官を含む職

員に，理解と協力を求めることとする。

2 強蕊性新型インフルエンザ対策本部の設置（第3蕊率計画の1 ）

「強毒性新型インフルエンザ対策本部」 （以下「対策本部」という。 ）を設置し，

強毒性新型インフルエンザの感染拡大の可能な限りの抑制や最低限の業務継続等につ

いて，状況に応じた適切な対策を講じることとする。

3 業務の分類等及びその必要人員の整理(第3基本計画の4）

強毒性の新型インフルエンザ発生時において，裁判所の利用者や職員の生命。健康

を守りつつ，最低限の機能を維持するため，強毒性の新型インフルエンザ発生時にも

継続が必要な業務を絞り込み，人的資源を集中させるとともに，感染拡大につながる

おそれのある業務は極力中断する。

そこで，業務を「発生時継続業務」 （新型インフルエンザ対策に関する業務と最低

・ 限の機能を維持するために必要な業務（ 『一般継続業務」 ） ） と「発生時継続業務以

外の業務」に分類し， 「発生時継続業務以外の業務」には優先順位を定める。 ，

その上で，強毒性の新型インフルエンザ発生時において発生時継続業務を適切に継

続できるよう，発生時継続業務以外の業務を一時的に大幅に縮小又は中断し,その要

員を発生時継続業務に従事する職員の代替要員として確保することなどにより，必要

な人員等を確保する。

4 人員計画の策定

発生時継続業務を適切に継続するために必要な人員を確保するための人員計画を策

定する。 この人員計画は，発生時継続業務を適切に継続するために必要な人員を算出

した上で，強毒性新型インフルエンザ発生時に出勤困難となる可能性のある職員等を



考慮して策定する。

なお， 人員計画を策定するに当たっては，強毒性新型インフルエンザ発生時におけ

る人事制度上の取扱いについても考慮する必要があるところ，現段階においては，政

府等の方針が明確に示されていないことから,可能な範囲で準備をすることとし，人

員計画を策定する際に必要となる情報を整理しておく。

5各部課室・支部。簡裁等の各組織単位における執務態勢の確保

（1） 指揮命令系統の確保

強毒性新型インフルエンザ発生時において，業務上の意思決定機能を維持するた

め，各部課室。支部・簡裁等の各組織単位において，権限者の罹患に備え，複数の

代行者とそれらの順位を定める。

（2） 応援態勢の策定

発生時継続業務以外の業務を円滑に縮小し，発生時継続業務を適切に継続するた

め，各部課室. 。支部･簡裁等の各組織単位において，人員計画を踏まえて，応援態

勢の概要計画をあらかじめ策定する。

なお，現段階においては，未だ人員計画が策定されていないことから，各部課室

・支部。簡裁等の各組織単位において，応援態勢の概要計画の策定に向けて必要な

準備を進めておくこととする6

6支部。独立簡裁の支援（第3基本計画のS)

強毒性新型インフルエンザの罹患者が同時に複数出た場合には発生時継続業務の継

続が困難となることが想定される小規模庁においても，裁判所を開庁することが原則

となる。

各組織単位限りでの応援態勢の調整に困難を伴う比較的小規模な支部。独立簡裁に
対しては,本庁及び他の支部からの支援（てん補）等が必要となるところ，強毒性新

型インフルエンザ発生時においては感染拡大を可能な限り抑制する必要があることを

踏まえ，比較的小規模な支部q独立簡裁への支援は，発生時継続業務の適切な継続の

ために必要な範囲に限ることとする。したがって，発生時継続業務以外の業務につい

ては，比較的小規模な支部・独立簡裁限りでは継続できなくなった場合,‘他庁からの

支援は行わず， 中断することとする。 、

7 限られた人的態勢に応じた柔軟な事務フローの検討

各部門において，強毒性新型インフルエンザ発生時における･限られた人的態勢の下

で，発生時継続業務以外の業務を円滑に縮小し，発生時継続業務を適切に継続するた

め，柔軟な事務フローを検討する。

8 所長による応急措置

強毒性新型インフルエンザ対策を迅速かつ柔軟に実行するために，必要に応じて裁

判官会議規則第15条に定める所長による応急の措置を講ずる。

第3基本計画

1 対策本部

（1） 役割

強毒性新型インフルエンザ対策本部はj強毒性新型インフルエンザについて，

感染拡大の可能な限りの抑制及び最低限の業務継続等のための基本計画を策定し，



また，各種対策の発動時期の決定，通常の執務態勢への復帰時期の決定等に必要な

情報を収集する。

(2) 構成員

対策本部の構成員は，所長，所長代行（民事） ，所長代行（刑事） ，飯塚支部長，

久留米支部長，小倉支部良福岡簡裁司掌者,事務局長， 民事・刑事各首席書記官，

福岡簡裁首席書記官，福岡第一検察審査会事務局長とする。

（3） 設置時期

政府の新型インフルエンザ対策本部が第一段階（海外発生期）を宣言したときに，

速やかに設置する。

2 各種施策の実行

1 :の(1)の基本計画に基づく各種施策については， 5の(1)によるほか，日常の司法行

政事務として処理する。

3 情報連絡態勢

情報連絡態勢は，別紙第1 「情報連絡態勢図」のとおりとする。

なお，管内からの第一報は，人事課長が受けるものとする。その後の情報収集及び

支援態勢の構築等に関する管内の連絡調整ば，欠員の生じた職員の担当業務を主管す

る本庁の各部課室（窓口は，課にあっては課長補佐，裁判部にあづては訟廷管理官と
する。 ）が行う6

4業務の分類等及びその必要人員の整理

（1） 業務の分類等

発生時継続業務と発生時継続業務以外の業務との分類，発生時継続業務以外の業

務における優先順位ば，別紙第2 「業務の分類等」のとおりとする。

． (2)発生時継続業務の必要人員の整理

発生時継続業務を適切に継続するために必要な人員を別紙第3のとおり整理する。

5 支部・独立簡裁に対する支援
＆ ．

（1）裁判官のてん補

ア支部裁判官のてん補については，原則として， 「平成23年度福岡地方裁判所

及び管内簡易裁判所の裁判事務の分配等」の代理順序に関する規定,簡裁裁判

官については， 「裁判官の職務代行について」に基づいて実施する。
． i

イ上記の規定による対応が困難な場合には，裁判官会議規則第15．条に定める所

長による応急の措置により，迅速かつ柔軟にてん補を実施する。

ウイの措置を執る場合，所長は，対策本部の裁判官構成員，支援が必要な支部及

び支援態勢を構築するための協力を得る必要のある支部長の意見を聴取する。

（2）一般職員の応援態勢

一般職員の応援態勢については，原則として，別紙第4 「ブロック構成図」のと

おり，各ブロック内での応援，本庁による支援等を実情に応じて, ･柔軟かつ迅速に

実施する。

なおブロック内での支援を検討する場合は，福‘岡地区は本庁が,北九州地区は

小倉支部が，筑豊地区は飯塚支部が，筑後地区は久留米支部がそれぞれ中心となっ

てj対策本部の意見を踏まえつつ，具体的措置を執る。



おって，強毒性新型インフルエンザの流行地域が特定の地区に偏在している場合

など, ブロック構成図に基づく応援や支援が困難なときは，対策本部において，別

途，柔軟な具体的措置を検討する。
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新型インフルエンザ発生時業務継続計画(福岡地方裁判所）(別紙第3）
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ｑ
口

犀
泌更【『必要人§

裁判官 一 ー

書記
0 毎
コ

ー 一
■

事務
1 与
富 14人 Z人(うち1． 蛤は出納官目§又は代理）

現在人員

発と

広幸

ﾐ鴎
Ｐ
ｂ糸

Ｒ
町
９事晶

４
，
９
．
０

■
Ｐ
ｂ
』
も
Ｐ

Ｐ
ｂ
ｂ
■
，

蕊 識 及.〔

■

■
０
４
４ 幹瓠官 ー 一

ｑ
■割
一

富

殖
一
・

、
ー

●

ー ．

； 腎管 6人 2人



新型インフルエンザ発生時業務継続計画(福岡地方裁判所）(別紙第3)

○福岡簡裁

現在人員

発ち ﾐ時i魁

呆全
雪
。 28人 1人 1人

ﾌ6人 1人 1人
B

27人 0人 0人



新型インフルエンザ発生時業務継続計画(福岡地方裁判所）(別紙第3)

鯵飯塚支部･簡裁の発生時継続業務及び必要人員

○事件部

【民事関係】

、

【刑事関係】

○事務局

【庶務課】

○検察審査会

現在人員

発と ﾐ鴎轆
４
１
１
１
９

●
●
Ｐ
、
』 売第

保全 DV

ﾖ等 S人 1人

1琴
､

■ 1人 1人

15ノに

11人

霧 ,在人！
声
垂
宰
【

発と
一
一
一

令》

寺継

犬

読栗』

公：

心
I 卜
■
一

部

b！必菖

§

：人 三’

&廷
差
異
宅 ﾖ等 1人 ー

篭
ｑ
■
ｑ
ｄ
｝
４ i判華

D

B

ー 1人 一

篝 F貢I ］官 1人

事ガ 官 0人

発当

現そ

三鴎
｜
ｐ
画

Eノ に

唖
画
三
宝
【

9q

gi鰯畠務及
文書受乍

一
Ｐ
，
】

子
も必要人1

当直準

“
■
『
亜
『

！
■
叩
８
４
四
１
１

■
Ｐ
Ｄ
Ｏ
■
■ 保管金受払

裁判官
ー

書記官
の
一

事務官 2人(うち1人は出納管理又は代理）

現在人員

発皇三蹄
8．

§1売業務及〔【必要人員

裁判官 ー

書記官 ー

事務官 1人



新型インフルエンザ発生時業務継続計画(福岡地方裁判所）(別紙第3)

鰯久留米支部･簡裁の発生時継続業務及び必要人員

○事件部

【久留米支部】

【久留米簡裁】

’

事務局

．【庶務課】

○

ノ

現；生人
＝

ヨ

丹
毎
ロ
グ毬昌時i

r
、

，

口

保全 DV

売栗溌攻L

人身保護

(必要ノ
一
日
。

《
詞

k」
■
匿
宏

犬 訟廷

6人 1人 1 夕 L ー

ﾖ官 17人 1人 1人 1人

§官 ﾌ人 1人

現在ノL屋

弓発至 蘭
一
町
回
酬
‐ 毬I

保全

5
包
夛

、
，
■
■
Ｄ
Ｐ

１

ｑ

４

皆
冨 儲〕

令珊

史1
ｐ
，
】 ､必安乙 二’
訟三
一

: ’

裁昌 4
ー

屋
宕

一

芽 :2人 1人
1
｡

■■■■■

1 三二

|茜 :記,
盲
■
■
■
■
■

ロ

6人 1人

事務
I
■
凸
呂
昌

ｐ
Ｉ 3人 1人

発ち
二
口
一

ｑ
■
ｑ
ｌ

。
●
■
ａ

■
Ｐ

現；主人
ロ
ロ
エ
【 文書受 、

凹

削 罰
1

1

会言

蚕及び必要人
屋
一
【

p ■

､彊
一
一
‐雰務 外部機園対応･広鞄 当直･管理

■
０
ｄ
ｌ
ｄ
ｌ 残半I

1 雪
ヨ

■■■■■
ー

４
０

筈
一
回書
＝

罰

■
■
’
■
■
ｂ

■
■
■
０
■
↓

8

毎
ヨ

一
ー

■
Ｉ
■
１

罫
■■■ 14人 3人



新型インフルエンザ発生時業務継続計画(福岡地方裁判所）(別紙第3）

鰯小倉支部b簡裁の発生時継続業務及び必要人員

○事件部

【民事部】(地簡裁民事受付センター）

【刑事部】

O事務局

【庶務第一課】

【庶務第二課】

○検察審査会

現在人員

発皇三時1 :続業；

保全 DV

玉 Lび

人身

必要 ;人 菫

吊護 訟廷
雪
． S人 1人 S人 ー

与
． 6人 2人 1人 1人

1人 0人 一 0人

現在人！雪

発皇
』
画
一

〈
祠

０
．
９

実』
画咽I

戸
け
一
例
究
吋
鄙

ロ
ー
ム
ヴ

Q
ー

、

｛
旭
担
的
さ
．

露 Ｉ
ｑ
Ｊ
■

唇
之

公：

劣及
P

ｰ

41部

§ ４
０必要人I ミ

訟廷

薪
●
一
■
■
■
Ｉ

Ｄ
ロ
”
わ 冒 7人 1 ． k 1人 ー

書I 目
0 毎
コ 20人 2人

事努官 ﾌ人 1 ノ L

現在人壜

ーー■■■■■■■

＝駆 垂可8 _~ 函門亘

発皇
一
声
一

ヨ
●

ｄ
４
■
０

ｐ
ｐ

砿 沈采】
間
口
回うⅨし 、必＃ 乏ノ し

I

’
■

Ｐ

文書受ｲ了 タ ､部対、
ー

b

〉 穏道･肖事者対応 当直陸 ．系 法廷等警備 ネット
●

ワーク管理等

裁§ 剖ロ■■
1 』
弓
呂

4■■■■
6 ヶ 4 4

書I 己1
石
■
■
■
■
■

、
ー ①

ｅ
一

童i 努官 9人 2人

現在人舅

発畠 ごI時i職読業
１
１
１

設 蒲 呆尋
■。

物品調達修繕

１
日
■
１ |及［

マ
い
、
ウ

庁舎1

必要入I

雪理 保’

宮
屋
睡
房

営金受払

裁

書1
叩

ロ

一

己！

雪
。

雪
。

ー

ー

g■■

一
①
。

事i 努
I

宮 1B人 2人 2人(うち1人は出納管理又は代理）

現在人員

と

匝鄙

一

言ロ

昴田
ユー

h蜜、

ご＝風

画唖ヨ

』
Ｆ
ｒ
ｐ
Ｌ
Ｄ
Ｄ

，
』
■
■
■
■

ヨ
再
夛藍 諾』 〔 I必要人I 罰’

’
、 ． ’

裁半！
■
■
甲
。 罫
． ．

一 ー

●

書籔
0 ヨ
コ

ー ■ー

■ ●

事務官 3人 1人



新型インフルエンザ発生時業務継続計画(福岡地方裁判所）(別紙第S)

鐙直方支部･簡裁の発生時継続業務及び必要人員
6

】

現在人員
『
４
■
ｑ
ｐ
０哉判

1 ヨ
コ 2入

｡

1人 1・人
■
■書記官 g人

6

｡

1人

事務官 5人 1入



新型インフルエンザ発生時業務継続計画(福岡地方裁判所）(別紙第3）

職柳川支部･簡裁の発生時継続業務及び必要人員

． Z人

I

I

現在人員

発さ ﾐ鴎 ４

０

Ⅱ

■

ｑ

Ｐ
Ｄ

１
１

凸
■
ワ
Ｐ
」
、
■ 読業；姿及び

呆全 DV 人身

Z人 1人
言
． g人
;惑官 6人， 2人(う’う1人は

１
０
４
Ｊ 油置唖目又は代到



新型インフルエンザ発生時業務継続計画(福岡地方裁判所）(別紙第3）

織大牟田支部･簡裁の発生時継続業務及び必要人員

○事件部

○事務局

現在人員

発皇 ﾐ鴎
ｑ
ｄ
ｄ
Ｐ

ｐ
■

PR､
室
仇
馴
鄙

保全 DV
売業弱

』 蛤： 勢1

i判 宮 1人 1人 1 』 喝

記
』 雪
． 9人 1人 1人

S人 0人 1人

発皇

現在人！舅 文書受仁

認

タ

Ｄ
Ｐ綴 1続業務及び必要人 量

､部交 応|保管金受払

裁判官 一
ー

書記
0 毎
コ

●
ｑ
一

ー

事務官 5人 1人 2人(うち1ノ鳥は出納管理又は代理）



新型インフルエンザ発生時業務継続計画(福岡地方裁判所）(別紙第S)

j

鶴八女支部･簡裁の発生時継続業務及び必要人員

及び必要
巨蕊r一蚕

劃
ラ

垂
予
帆

続継時主

訟廷
一

一塾
臥
諏

錐
霊
轆

1人

1人

1



新型インフルエンザ発生時業務継続計画(福岡地方裁判所）(別紙第3)

騨行橋支部･簡裁の発生時継続業務及び必要人員

側
華

5

一
一

》
一
弔

遡
鯉
率



(別紙第S) 新型インフルエンザ発生時業務継続計画(福岡地方裁判所）

鐘田川支部･簡裁の発生時継続業務及び必要人員

、

現在入1言

裁判官 2人 1人 1人

霊冒ﾖ官 13人 2人

琴 :詔§官 g人 1人



新型インフルエンザ発生時業務継続計画(福岡地方裁判所）(別紙第S)

鰯宗像簡裁の発生時継続業務及び必要人員

現在人員

発さ
一
酉
一 寺縫

1呆全
釦
司

ｊ
ｑ
■
口
早

ｇ
Ｕ
Ｅ
Ｃ
ｐ 録業務及び必要人

一
壷
琵
Ｐ

苛状｜ 脳 i式
■

君
■

願

裁昌 珊官 1人 人
■
甲
■
。
■
■
■

童
画 已官 1人

毒 li努官 2人



新型インフルエンザ発生時業務継続計画(福岡地方裁判所）(別紙第S)

鯵甘木簡裁の発生時継続業務及び必要人員

ノ

現在 ジk 三

発ち三時燕 i続栗』

保全 令状

;攻ひり夢要人 舅

訟廷 僻噂務

裁』 叫官 1人 1人 一 ■■■

笥
０
』
■
０
ｌ
ｂ
Ⅱ
Ⅱ
Ｐ ﾖ官 1人 1人 ■■■■■

事
股
１
二
夙
引
．§官 2.J 心 0人 1人



新型インフルエンザ発生時業務継続計画(福岡地方裁判所）(別紙第S)

鯵うきは簡裁の発生時継続業務及び必要人員

＝



新型インフルエンザ発生時業務継続計画(福岡地方裁判所）(別紙第3）

鰯折尾簡裁の発生時継続業務及び必要人員

現在人員

禿竺 呈醍

保全 DV ノ

■
Ｐ識

１
８

，
■
●
ｂ
■ 読業務及〔

旬
ｌ
Ｌ
ｎ
。 』

L身保護 令ｲﾝ

丞妾人員
Q

、 訟廷 庶務

裁梨 富 1人 1人 ー

書記官 3人 1人

事務官 4人 1人



ご』

一ロ

(別紙第4）

小倉支部

北九州地区

行橋支部,折尾

簡裁

筑後地区匪垂．筑豊地区

久留米支部飯塚支部

柳川支部,大牟

田支部,八女支

部,うきは簡裁

ロ
一田川支部直方支

・ a

部
支援

罰簡戴．示憎

齢廿太簡妻
福岡地区

、

ブロック構成図

f
蔵

早

4.
1

サ

1

＄

ノ 、


